
 

 技別 30－０ 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

  技術的条件集別表３０ 

 

光回線設備の技術的条件と光回線設備以外の 

指定電気通信設備の技術的条件の関係 
 



 

 技別 30－１ 

当社の光回線設備を介して当社の指定電気通信設備と接続する場合のそれぞれの技術的条件の関係を以下に示

す。 

 

1. インタフェース規定点  

 インタフェース規定点を図１に示す。 

 

 

 

 

 

 

 

 

図１ インタフェース規定点 

 

 

２．各インタフェース規定点にて適用するインタフェース種別 

 各インタフェース規定点にて適用するインタフェース種別を表１に示す。 

 

 

 

表１ 各インタフェース規定点にて適用するインタフェース種別 

規定点 適用するインタフェース種別 

A ・形態１－６、形態１２又は形態１３を適用する。 

B 

・形態３－３、形態４－６、形態５、形態５－２、形態６－２、形態６

－３、形態１３－２、形態１４、形態１４－２、形態１５のそれぞれ

を適用する。 

  なお、各形態において適用可能なインタフェースは、物理的条件と

して光ファイバを適用しており、かつ、接続に使用する当社の光回線

設備と同等の条件（JIS C 6835 に準拠した光ファイバ）を持つイ

ンタフェースとする。 

    

 規定点 Aで当社と接続する場合において、規定点 Bで上記以外のインタフェースを適用する場合においては、

当社は相互接続に関わる正常性を保証しません。 

 

 

 

直接協定事業者網 

 

当社の指定電気

通信設備 

（伝送装置及び

交換機等） 

規定点Ａ 規定点Ｂ 

当社の光回線設備 


